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JAS法 食品衛生法

原材料名

原産地

アレルギー

添加物

名称

遺伝子組換え

賞味期限

保存方法

栄養表示、特別用途表示 等健康増進法

商品選択 食品安全の確保

製造者名等

※このほか、

• 景品表示法
（虚偽、誇大
な表示の禁
止）

• 不正競争防
止法（不正な
競争の防止）

• 計量法（適正
な計量の実
施を確保）

なども食品表示
に関係

等 等

内容量

食品表示に関する主な法律の目的（平成２７年３月３１日迄）
食品衛生法・・・・ 飲食に起因する衛生上の危害発生を防止する
ＪＡＳ法・・・・ ・・・ 原材料や原産地など品質に関する適正な表示により消費者の選択に資する
健康増進法・・・・ 栄養の改善その他の国民の健康の増進を図る

３法の表示部分を一元化した食品表示法が平成25年6月21日に国会で可決・

成立、6月28日に公布

（旧）ＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法の関係

食品表示制度の統合
＜４（２）食品表示・監視＞
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食品表示基準の普及啓発

経過措置期間（加工食品・添加物）
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・加工食品及び添加物については、5年
・生鮮食品については、1年 6ヶ月

今後の検討課題の検討（順次実態を踏まえた検討を行う）
インターネット販売における食品表示、加工食品の原料原産地表示、添加物表示、遺伝子組換え

表示のあり方など

新食品表示制度の実施スケジュール

加工食品の
原料原産地表示

の改正

現在
2017.9.1

2022.4.1

同上（生鮮食品）

2017.10.1

経過措置期間（原料原産地）

・
加
工
食
品
の
原
料
原
産
地
表
示
表
示
義
務
化
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 食品表示基準は、食品の加工度等から主に「生鮮食品」と「加工食品」に分けられる

食品表示法における加工食品とは、

生鮮の農産物などの原料を加工して製造された飲

食料品

食品表示法における生鮮食品とは、

収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの

（単に切断したもの・単に冷凍したものを含む）

農産物 キャベツ

畜産物 鶏卵

水産物 マグロ

単品を
切断したもの

カットレタス

ブロック肉

スライス肉

刺身（単品）

魚の切り身

同じ種類を
混合したもの

キャベツの千切り
＋
赤キャベツの千切り

牛カルビ
＋

牛ロース

マグロ赤身
＋
マグロ中トロ

加工度が
高い

乾しいたけ
塩蔵山菜ミックス
茹でた大豆

塩コショウした牛肉
蒸し鶏
茹で卵

乾燥わかめ
煮干いわし
塩さば
味付けめかぶ

小麦粉
コーンスターチ
ジャム
パン・お菓子

コンビーフ
バター

味噌・醤油

レトルトパウチ食品

弁当
惣菜

加工度が
低い

未処理のもの 違う種類を
混合したもの

加工したもの

生鮮食品 加工食品

カット野菜
ミックス

牛ロース
＋

豚ロース

牛豚合挽肉

刺身盛り合わせ
(マグロ・はまち・いか)

生鮮食品と加工食品
＜４（２）食品表示・監視＞
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栄養成分表示 １個30ｇあ

たり

エネルギー 42  kcal

たんぱく質 3.8  ｇ

脂質 0.8  ｇ

炭水化物 4.9  ｇ

食塩相当量 0.2  g

名称 一般的な名称を表示。

保存方法 食品の特性に従って表示。

消費期限 又は
賞味期限

品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限を、それ以
外の食品にあっては賞味期限を表示。

原材料名 使用された原材料を重量順に全て表示。

添加物 使用された添加物を重量順に全て表示。

内容量 内容重量、内容体積、内容数量又は固形量等を表示。

栄養成分表示

エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム（食塩相当
量に換算したもの）の５項目のほか、表示しようとする栄養成分に
ついて表示。
飽和脂肪酸、食物繊維については表示を推奨（任意）

食品関連事業者の氏名
又は名称及び住所

食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名
称及び住所を表示。

製造業所等の所在地及
び製造者等の氏名等

製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は
名称を表示。

アレルゲン
小麦、卵等７品目の原材料について表示を義務付け。
大豆、豚肉等20品目の原材料について表示を推奨（任意）。

遺伝子
組換え

対象加工食品33品目について、遺伝子組換え又は遺伝子組換え
不分別である対象農産物が含まれる場合はその旨を表示。遺伝
子組換えでない場合は任意。

原料原産地名
22の加工食品群及び個別の４品目について表示。その他の食品
は任意。

原産国名 輸入品の場合に表示。

義務表示 一部義務（主な表示事項）

名 称 スナック菓子

原材料
名

じゃがいも（遺伝子組換えでない）、植物油脂、
食塩、デキストリン、乳糖、たんぱく加水分解
物（小麦を含む）、酵母エキスパウダー、粉末
しょうゆ（大豆を含む）、魚介エキスパウダー
（かに・えびを含む）

添加物 香料、調味料（アミノ酸等）、卵殻カルシウム

内容量 ８１ｇ 賞味期
限

この面の右側に記載

保存方
法

直射日光および高温多湿の場所を避けて保
存してください

製造者 株式会社○○○○
●●県××市△△

（食品表示基準に基づく表示例）

食品表示制度で表示すべき主な事項（加工食品の場合）
＜４（２）食品表示・監視＞
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原料原産地表示対象品目拡大の概要

22食品群
＋

4品目
表示義務

その他の
加工食品

国内で製造した
すべての加工食品に

○ 制度の検討概要

改正前 改正後（2017.9.1～）

表示義務なし 表示義務

拡大

(注１) ２２食品群は、製品の原材料のうち、単一の農畜水産物の
重量の割合が５０%以上である商品が表示対象

(注２) 外食、インストア加工等は、表示対象外
(注３) 2017年9月1日から2022年3月31日まで猶予期間

○ 表示方法

○ 表示対象

従来同様、国別重量順に表示

実行可能性を踏まえ、認められる
条件、誤認防止への対応を定めた
上で、可能性表示、大括り表示等
の規定を導入

例：(Ａ国又はＢ国)
(Ａ国又は国産)
(Ａ国又はＢ国又はその他)

可能性
表示

例：(輸入)
(輸入、国産)

大括り
表示

例：(Ａ国、Ｂ国)
(Ａ国、Ｂ国、その他)

22食品群
＋

５品目
(おにぎり追加)

加工食品の原材料のうち、
製品に占める重量割合１位の原材料 88

全加工食品の

１割程度

＜４（２）食品表示・監視＞


